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詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除

医
療
費
控
除

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の

添
付
が
必
要
で
す
（
領
収
書
の

添
付
不
可
）
。
な
お
、
医
療
保

険
者
が
交
付
し
た
医
療
費
通
知

を
添
付
す
る
と
明
細
書
の
記
入

を
一
部
省
略
で
き
ま
す
。

※
平
成　

年
〜
令
和
元
年
（
平

２９

成　

年
）
分
の
確
定
申
告
は
、

３１
医
療
費
の
領
収
書
添
付
・
提
示

で
も
可
能
で
す
。

ふ
る
さ
と
納
税

ふ
る
さ
と
納
税　
　
　
　

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

　

ふ
る
さ
と
納
税
を
行
い
、
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
書
を
提

出
し
た
場
合
で
も
、
医
療
費
控

除
な
ど
の
た
め
に
確
定
申
告
を

行
っ
た
場
合
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
の
申
請
は
な
か
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
確
定

申
告
を
す
る
際
に
は
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
金
額
を
寄
附
金
控
除

と
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

確
定
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。

申
告
書
の
提
出
時
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
お
よ
び
本
人
確
認
を
行

い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
も

の
（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
と
身

分
証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
確
定
申
告
書
を
市
役
所
へ

提
出
す
る
方
、
税
務
署
へ
郵
送

す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

分
か
る
も
の
と
身
分
証
明
書
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

電
子
申
告

電
子
申
告
「「
ｅｅ－－

Ｔ
ａ
ｘ

Ｔ
ａ
ｘ
」」

　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用

す
る
と
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
な

ど
で
電
子
申
告
を
行
え
ま
す
。

電
子
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
が
、
事

前
に
税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ

ー
ド
の
発
行
を
受
け
る
と
、
同

カ
ー
ド
が
な
く
て
も
申
告
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
ｅ－

Ｔ
ａ

ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.e－

tax.nta.go.jp

）
を
ご
覧
に
な 

る
か
、
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〜
３
月　

日
（
月
）
午
前
９

１６

時　

分
〜
午
後
３
時　

分（
２

３０

３０

月　

日
（
月
）
、
土
曜
・
日

２４
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５－

１
会
議
室相

談
会

相
談
会

　

事
前
予
約
制
の
確
定
申
告
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
申
込
先
以

外
か
ら
の
予
約
は
で
き
な
い
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。な
お
、

確
定
申
告
書
の
提
出
の
み
の
方

は
、
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

○
予
約
受
付　

２
月
５
日（
水
）

〜
３
月　

日
（
月
）
午
前
９

１６

時　

分
〜
午
後
３
時　

分（
２

３０

３０

月　

日
（
月
）
、
土
曜
・
日

２４
曜
日
、
祝
・
休
日
を
除
く
）

○
相
談
日
時　

２
月　

日（
月
）

１７

〜
３
月　

日
（
月
）
▽
第
一

１６

部
＝
午
前
９
時
〜　

時　

分

１０

１５

▽
第
二
部
＝
午
前　

時　

分

１０

１５

〜　

時　

分
▽
第
三
部
＝
午

１１

３０

後
１
時
〜
２
時　

分
▽
第
四

１５

部
＝
午
後
２
時　

分
〜
３
時

１５

　

分
３０

○
と
こ
ろ　
　

市
役
所
５
階
５

－

１
会
議
室

○
内　

容　

▽
相
談
で
き
る
申

告
＝
令
和
元
年（
平
成　

年
）

３１

分
の
給
与
・
公
的
年
金
所
得

（
個
人
年
金
、
そ
の
他
雑
所

得
を
除
く
）
▽
相
談
で
き
な

い
申
告
＝
事
業
、
不
動
産
、

譲
渡
、
配
当
、
一
時
・
雑
所

得
（
公
的
年
金
を
除
く
）
、

寄
付
金
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
、
損
失
、
準
確

定
申
告
（
亡
く
な
っ
た
方
の

申
告
）
、
相
続
・
贈
与
税
、

消
費
税
、
平
成　

年
分
以
前

３０

の
申
告　

　

※
相
談
で
き
な
い
申
告
は
、

大
和
税
務
署
な
ど
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

○
定　

員　

１
日
１
２
０
人（
申

込
順
）

○
申
込
方
法　

予
約
受
付
期
間

に
電
話
で
申
込
先
へ

○
申
込
先
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

1
０
４
６
（
２
５
２
）
８
８

３
０　

　

※
申
込
先
は
受
付
開
始
ま
で

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

大
変
混
み
合
い
ま
す
。

大和税務署
○所在地　大和市中央５－１４－２２
○電　話　1０４６（２６２）９４１１
※車での来署はご遠慮ください。

確確確確確確確確確確確定定定定定定定定定定定申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告ににににににににににに関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすするるるるるるるるるるる問問問問問問問問問問問いいいいいいいいいいい合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわせせせせせせせせせせせ先先先先先先先先先先先

　後期高齢者医療制度加入者が医療機関を利用した
記録などを記載した医療費通知は、２月・３月に県
後期高齢者医療広域連合から郵送します。この通知
は、令和元年（平成３１年）の確定申告でも使うこと
ができるものです。医療費控除を受ける場合は、確
定申告まで大切に保管してください。発送時期と記
載対象期間は次の通りです。
○２月中旬発送　平成３１年１月～令和元年１１月診療
分
○３月中旬発送　令和元年１２月診察分

担当 医療課
 1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

後期高齢者医療保険加入の方へ

医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費通通通通通通通通通通知知知知知知知知知知のののののののののの発発発発発発発発発発送送送送送送送送送送医療費通知の発送

公
的
年
金
受
給
者
な
ど

公
的
年
金
受
給
者
な
ど

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額

の
合
計
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
金
額
が　

万
円
以
下
の

２０

方
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
方
は
、
確

定
申
告
書
を
税
務
署
へ
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

住
民
税
の
申
告
で
控
除
な
ど
を

追
加
す
る
場
合
は
、
市
役
所
へ

申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
のののののののののの
注注注注注注注注注注
意意意意意意意意意意
点点点点点点点点点点

確
定
申
告
の
注
意
点

　国民年金、厚生年金などの老齢・退職を支給事由とする公的年金
などは、所得税法で「雑所得」とみなされ、所得税が課せられます。
公的年金などを受給している方には、毎年１月に「公的年金等の源
泉徴収票」が日本年金機構（または各共済組合）から送付されます。
確定申告の際に必要となるので、申告の必要な方は、大切に保管し
てください。
※遺族年金、障害年金のみを受給している方には、源泉徴収票は送
付されません。
◆源泉徴収票紛失時の連絡先
ねんきんダイヤル1０５７０（０５）１１６５（平日午前８時３０分～午後５時１５
分（月曜日は午後７時まで）、毎月第２土曜日午前９時３０分～午後
４時）
※０５０から始まる電話機からの発信は1０３（６７００）１１６５、つながらない
場合は厚木年金事務所1０４６（２２３）７１７１へ。
担当 国保年金課　1０４６（２５２）７０３５　5０４６（２５２）７０４３

公公公公公公公公公公的的的的的的的的的的年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金ななななななななななどどどどどどどどどどのののののののののの源源源源源源源源源源泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収票票票票票票票票票票公的年金などの源泉徴収票

　

給
与
所
得
者
、年
金
受
給
者
、

小
規
模
納
税
者
（
土
地
・
建
物
・

株
式
等
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初

め
て
受
け
る
方
な
ど
を
除
く
）

を
対
象
と
し
て
、
税
理
士
会
に

よ
る
確
定
申
告
書
の
作
成
・
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）・

１０

　

日
（
水
）
▽
午
前
の
部
＝

１２午
前
９
時
〜
正
午
▽
午
後
の

部
＝
午
後
１
時
〜
３
時　

分
３０

（
午
前
８
時　

分
開
場
）

３０

○
と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５－

１
会
議
室

○
内　

容　

所
得
税
・
復
興
特

別
所
得
税
相
談
、
小
規
模
納

税
者
の
個
人
消
費
税
相
談

○
持
ち
物　

確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

に
係
る
本
人
確
認
書
類
の
写

し
、
前
年
分
の
確
定
申
告
書

な
ど
の
控
え
、
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の
、
印
他

○
参
加
方
法　

直
接
会
場
へ

※
希
望
者
が
多
数
の
場
合
、
受

け
付
け
で
き
な
い
場
合
あ
り
。

税税税税税税税税税税
理理理理理理理理理理
士士士士士士士士士士
会会会会会会会会会会
のののののののののの
「「「「「「「「「「
無無無無無無無無無無
料料料料料料料料料料
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談
」」」」」」」」」」

税
理
士
会
の
「
無
料
申
告
相
談
」

市市市市市市市市市市
役役役役役役役役役役
所所所所所所所所所所
でででででででででで
のののののののののの
確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
とととととととととと
相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談

市
役
所
で
の
確
定
申
告
と
相
談

確
定
申
告
書
の
提
出

確
定
申
告
書
の
提
出

　

令
和
元
年
（
平
成　

年
）
分

３１

の
確
定
申
告
書
の
提
出
を
受
け

付
け
ま
す
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）

１７

〜
午
後
５
時
（
午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
４
時
受
け
付
け
）

　

※
２
月　

日
（
月
）
、
３
月

２４

１
日
（
日
）を
除
い
た
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
は
受
け
付
け

て
い
ま
せ
ん
。

○
と
こ
ろ　

大
和
税
務
署
（
大

和
市
中
央
５－

　

－

　

）

１４

２２

○
参
加
方
法　

直
接
会
場
へ

　

大
和
税
務
署
で
は
、
確
定
申

告
書
の
提
出
・
相
談
が
で
き
る

「
確
定
申
告
書
作
成
会
場
」
を

開
設
し
ま
す
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）

１７

〜
３
月　

日
（
月
）
▽
受
け

１６

付
け
＝
午
前
８
時　

分
〜
午

３０

後
４
時
（
提
出
は
午
後
５
時

ま
で
）
▽
相
談
＝
午
前
９
時

大大大大大大大大大大
和和和和和和和和和和
税税税税税税税税税税
務務務務務務務務務務
署署署署署署署署署署
でででででででででで
のののののののののの
確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
とととととととととと
相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談

大
和
税
務
署
で
の
確
定
申
告
と
相
談

担担担担担担担担担担担
当当当当当当当当当当当

市市市市市市市市市市市
民民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税税
課課課課課課課課課課課

11111111111
00000000000
44444444444
66666666666（（（（（（（（（（（
22222222222
55555555555
22222222222
）））））））））））88888888888
88888888888
33333333333
33333333333

55555555555
00000000000
44444444444
66666666666（（（（（（（（（（（
22222222222
55555555555
55555555555
）））））））））））33333333333
55555555555
55555555555
00000000000

確確
定定
申申
告告相相

談談
のの
受受
けけ
付付
けけ
なな
どど


